


（別添）

（ ）食品安全基本法第 条第 項に規定する基本的事項に盛り込むべき事項について 意見21 1

平成１５年１１月１２日
ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専門調査会

１．食品安全基本法第 条に基づく基本的事項の策定について21

・ 食品健康影響評価の実施については、科学的な評価である旨を明示する。

・ 情報及び意見の交換の促進（第 条）については、対応すべきハザードの認知か13
ら食品の安全性の確保に関する施策の策定に至る過程を通じて、関係者相互間の情

報及び意見の交換の促進に努めることとし、目的のはっきりしない単なる情報と意
見の交換ではないことを明確にする。

２．情報及び意見の交換の促進（第 条）について13

検討項目１ 「基本的な考え方」．
・ 別紙のとおり「・対応すべきハザードの認知から食品の安全性の確保に関する

施策の策定に至る過程を通じて、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進に努
める 」を加える。。

検討項目２ 「関係者相互間の情報及び意見の交換（ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）の方法」．

②関係行政機関
・ 別紙のとおり「・地方公共団体を含む関係行政機関の協力を得て、食品の安
全性の確保に関する情報の収集に努めるとともに、関係行政機関による情報提

供を支援する 」を加える。。



情報及び意見の交換の促進

条 文 検討項目 現 状 今後の方向 関係条文等
（情報及び意見の交換の促進） （所掌事務）

第１３条 食品の安全性の確保に関する施 １．基本的考え方 食品安全委員会は、関係行政機関と連 ・ 引き続き、食品安全委員会と関 第２３条 委員会は、次に掲げる
策の策定に当たっては、当該施策の策定 携して、リスクコミュニケーションの促 係行政機関とが連携して、リスク 事務をつかさどる。
に国民の意見を反映し、並びにその過程 進を図るとともに、そのあり方について コミュニケーションの更なる促進 一～六 （略）
の公正性及び透明性を確保するため、当 検討を行っている。 を図る。 七 第２号から前号までに掲げ
該施策に関する情報の提供、当該施策に ・ 対応すべきハザードの認知から る事務に係る関係者相互間の

、ついて意見を述べる機会の付与その他の 食品の安全性の確保に関する施策 情報及び意見の交換を企画し
関係者相互間の情報及び意見の交換の促 の策定に至る過程を通じて、関係 及び実施すること。
進を図るために必要な措置が講じられな 者相互間の情報及び意見の交換の 八 関係行政機関が行う食品の
ければならない。 促進に努める。 安全性の確保に関する関係者

２．関係者相互間の情報及び意見の交 食品安全委員会は、その会議（委員会 相互間の情報及び意見の交換
換（リスクコミュニケーション）の 及び専門調査会）を 「食品安全委員会 に関する事務の調整を行うこ、
方法 の公開について （平成１５年７月１日 と。」
① 食品安全委員会 付け決定）に基づき原則公開で行ってい ・ 食品安全委員会は、その会議を ２～４ （略）

るほか、同決定に基づき、委員会の議事 原則公開で行うとともに、評価結
録及び提出資料を原則公開し 評価結果 果、勧告、意見等を公表すること、 、
勧告、意見等を公表するとしている。な によって、引き続き情報の提供に
お 非公開で開催される会議についても 努めることとする。、 、
会議の議事録については暫定的に発言者
氏名を除いた議事録を公開し、会議の開 ・ 食品健康影響評価の結果等を公
催日から起算して３年経過後に発言者氏 表するとともに、必要に応じ、評
名を含む議事録を公開することとしてい 価の開始から結果に至るプロセス
る。 を説明し、評価結果についてわか
また、同年８月１日、消費者等からの りやすく解説する。

問合せ等に対応するための窓口として、
「食の安全ダイヤル」を食品安全委員会
事務局内に設置している（電子メールに
よる受付も行っている 。）

② 関係行政機関 ・ 厚生労働省においては、審議会の公
開、情報の公開など、食品の安全性の
確保に関する施策の策定等の過程の公
正・透明性を確保するための取組を進 ・ 食品の安全性の確保に関する施
めるとともに、当該施策の策定に際し 策についての情報の提供、パブリ
て国民に意見を求めるパブリックコメ ックコメントの実施、意見交換会
ントを実施している。 の開催など、関係者相互間の情報

及び意見の交換の促進を図るため
に必要な措置を講じる。

・ 地方公共団体を含む関係行政機
関の協力を得て、食品の安全性の
確保に関する情報の収集に努める
とともに、関係行政機関による情
報提供を支援する。

（案）
（ ）別 紙



（案）
（ ）別 紙

条 文 検討項目 現 状 今後の方向 関係条文等
また、食の安全に関するホームペー

、 、ジを開設するとともに 行政の取組や
情報提供のあり方に関する意見を電子
メールにより受け付けている。
さらに、政府広報など、食品の安全

性の確保に関する情報の積極的な発信
に努めている。

・ 農林水産省においては、農林水産大
臣と消費者等との懇談会を定期的に開
催しており、地方段階においても、随
時地方農政局ごとに関係者との懇談会
を開催しているほか、残留農薬をはじ
め、個別テーマごとのリスクコミュニ
ケーションを順次行っている。
また、平成１５年７月、消費者等か

らの問合せに対応するための消費者相
談窓口を、農林水産省本省、地方農政
局に続き、地方農政事務所にも設置し

た。

３．食品安全委員会の行う関係者相互 食の安全に関する消費者等との意見交 ・ 他の分野におけるリスクコミュ ・ 「委員会は、リスク管理機関
間の情報及び意見の交換全体に関す 換会を関係府省で連携して行っており、 ニケーションの経験も生かしつつ が行うリスクコミュニケーショ、
る総合的マネージメント １０月１５日現在、６回の意見交換会が 政府全体として食の安全に関する ンも含めた、リスクコミュニケ

３府省の協力により行われている。 望ましいリスクコミュニケーショ ーション全体の総合的マネージ
ンのあり方の普及を図る。 メントを実施する」

また、リスクコミュニケーション専門 「総合的なリスクコミュニケ
調査会においては、リスクコミュニケー ・ 厚生労働省や地方公共団体の行 ーションとして、委員会を中心
ションの手法、政府全体として望ましい う基準設定等に際しての国民・住 に、リスク管理機関、消費者、
リスクコミュニケーションのあり方につ 民からの意見聴取、国民・住民等 生産者等幅広い関係者を集めた
いて検討を行っている。 からの定期的な意見聴取（食品衛 意思疎通の仕組みを設ける」

生法第２９条の２の２、第２９条 （ 今後の食品安全行政のあり方「
の２の３）を含め、消費者、生産 について （平成１４年６月１１」
者、流通業者、加工業者等幅広い 日食品安全行政に関する関係閣
関係者を対象として横断的リスク 僚会議取りまとめ ））
コミュニケーションを推進する。


